
略
　
歴

兵
庫
県
神
戸
市
生
ま
れ
。
県
立
神
戸
高
等
学
校
、
京

都
大
学
法
学
部
を
卒
業
。

昭
和
五
六
年　

四
月　

司
法
修
習
生　

　
　

五
八
年　

四
月　

判
事
補
任
官　

以
後
、
東
京
地
裁
、
最
高
裁
刑
事
局
、

外
務
省
ア
ジ
ア
局
南
東
ア
ジ
ア
第
二
課
、
在
フ
ィ
リ

ピ
ン
日
本
国
大
使
館
、京
都
地
裁
、最
高
裁（
調
査
官
）

に
勤
務
。

平
成　

七
年　

五
月　

判
事
任
官　

以
後
、
最
高
裁
調
査
官
、
東
京
地
裁
判

事
、
最
高
裁
刑
事
局
課
長
、
東
京
高
裁
判
事
、
司
法

研
修
所
教
官
、
最
高
裁
秘
書
課
長
兼
広
報
課
長
、
東

京
地
裁
判
事
（
部
総
括
）
を
務
め
る
。

　
　

二
五
年　

一
月　

最
高
裁
刑
事
局
長
兼
図
書
館
長

　
　

二
七
年　

三
月　

水
戸
地
裁
所
長

　
　

二
八
年　

四
月　

最
高
裁
事
務
総
長

令
和　

元
年　

九
月　

東
京
高
裁
長
官

　
　
　

四
年　

六
月　

最
高
裁
判
所
判
事

　
　
　

六
年　

八
月　

最
高
裁
判
所
長
官

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

一　

令
和
五
年
一
月
二
五
日　

大
法
廷
判
決

　

令
和
三
年
一
〇
月
三
一
日
施
行
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
当
時
、
公
職
選

挙
法
（
令
和
四
年
法
律
第
八
九
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
）
一
三
条
一
項
、

別
表
第
一
の
定
め
る
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
割
り
は
、
憲

法
の
投
票
価
値
の
平
等
の
要
求
に
反
す
る
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は

で
き
ず
、
同
規
定
が
憲
法
一
四
条
一
項
等
に
違
反
す
る
も
の
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
と
し
た
（
多
数
意
見
）。

二　

令
和
五
年
七
月
一
一
日　

第
三
小
法
廷
判
決

　

生
物
学
的
な
性
別
が
男
性
で
あ
り
性
同
一
性
障
害
で
あ
る
旨
の
医
師
の

診
断
を
受
け
て
い
る
国
家
公
務
員
が
し
た
職
場
の
女
性
ト
イ
レ
の
使
用
に

係
る
国
家
公
務
員
法
八
六
条
の
規
定
に
よ
る
行
政
措
置
の
要
求
は
認
め
ら

れ
な
い
旨
の
人
事
院
の
判
定
が
、
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
又
は
こ
れ
を

濫
用
し
た
も
の
と
し
て
違
法
と
な
る
と
し
た
（
全
員
一
致
、
補
足
意
見
付

加
、
裁
判
長
）。

三　

令
和
五
年
一
〇
月
一
八
日　

大
法
廷
判
決

　

令
和
四
年
七
月
一
〇
日
施
行
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
当
時
、
平
成
三

〇
年
法
律
第
七
五
号
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
一
四
条
、
別
表
第
三

の
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
議
員
定
数
配
分
規
定
の
下
で
の
選
挙

区
間
に
お
け
る
投
票
価
値
の
不
均
衡
は
、
違
憲
の
問
題
が
生
ず
る
程
度
の

著
し
い
不
平
等
状
態
に
あ
っ
た
も
の
と
は
い
え
ず
、
同
規
定
が
憲
法
に
違

反
す
る
に
至
っ
て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
（
多
数
意

見
）。

四　

令
和
五
年
一
〇
月
二
五
日　

大
法
廷
決
定

性
同
一
性
障
害
者
の
性
別
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
法
律
三
条
一

項
四
号
は
憲
法
一
三
条
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
と
し
た
（
多
数
意
見
）。

五　

令
和
六
年
七
月
三
日　

大
法
廷
判
決

　

優
生
保
護
法
中
の
い
わ
ゆ
る
優
生
規
定
が
憲
法
一
三
条
及
び
一
四
条
一

項
に
違
反
し
、
同
規
定
に
係
る
国
会
議
員
の
立
法
行
為
が
国
家
賠
償
法
一

条
一
項
の
適
用
上
違
法
の
評
価
を
受
け
、
こ
れ
に
よ
り
発
生
し
た
損
害
賠

償
請
求
権
が
民
法（
平
成
二
九
年
法
律
第
四
四
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
）

七
二
四
条
後
段
の
除
斥
期
間
の
経
過
に
よ
り
消
滅
し
た
も
の
と
す
る
こ
と

が
信
義
則
に
反
し
許
さ
れ
な
い
と
し
た
（
全
員
一
致
）。

六　

令
和
六
年
七
月
一
六
日　

第
三
小
法
廷
判
決

不
正
に
入
手
し
た
暗
号
資
産
Ｎ
Ｅ
Ｍ
の
秘
密
鍵
で
署
名
し
た
上
で
Ｎ
Ｅ
Ｍ

の
移
転
行
為
に
係
る
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
情
報
を
Ｎ
Ｅ
Ｍ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
送
信
し
た
行
為
が
刑
法
二
四
六
条
の
二
に
い
う
「
虚
偽
の
情
報
」
を

与
え
た
も
の
に
当
た
る
と
し
た
（
全
員
一
致
、
補
足
意
見
付
加
）。

裁
判
官
と
し
て
の
心
構
え

・
当
事
者
双
方
の
言
い
分
に
謙
虚
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
。

・
裁
判
の
枠
組
み
を
越
え
て
独
善
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

・
裁
判
に
参
加
す
る
人
が
気
兼
ね
な
く
発
言
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

今
崎
幸
彦

最
高
裁
判
所
長
官

昭
和
三
二
年
一
一
月
一
○
日
生

い
ま

さ
き

ゆ
き

ひ
こ


